介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給の流れ

要支援１以上の介護認定を受け、在宅で生活をしている方が住宅改修を行う場合、事前にご利用者本人の心身の状況と住宅の状況から町が必要と認めた工事に限り、その一定範囲の費用が介護保険から給付されます。希望される方は、施工前に町に申請書及び添付書類を提出し、審査を受ける必要がありますので、下記を参考に手続きしてください。

【住宅改修の種類】
１．手すりの取付け
２．段差の解消
３．滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
４．引き戸等への扉の取替え
５．洋式便器等への便器の取替え
６．その他（１）～（５）の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

1 住宅改修についてケアマネジャーに相談
（ケアマネジャーがいない場合は「養老町地域包括支援センター」へ相談）
ケアマネジャー等の訪問により改修内容を検討します。ケアマネジャーはご利用者本人の身体状況や介護状況を把握し、改修により日常生活をどう変えたいのか、改修の目的や効果等を記載した「住宅改修が必要な理由書」を作成します。

2 住宅改修を実施する業者へ見積・図面等の作成を依頼

3 支給申請書及び下記添付書類を町へ提出
· 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書
· 住宅改修の承諾書（申請書裏面）・・・ご利用者本人の持ち家でない場合のみ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　町営住宅の場合は「住宅模様替え承認届」を提出。
· 委任状（申請書裏面）・・・口座がない等ご利用者本人への振込ができない場合のみ。
· 工事見積書（ご利用者本人あてのもの。住宅改修費支給対象工事の見積であって、材料費、
　　　　　　　　施工費、諸経費等を適切に区分したもの。別紙記載例参照。）
· 費用が20万円を超える場合は相見積が必要です。
· 改修予定箇所の写真（日付入りのもの。カメラに日付を入れる機能がない場合は、黒板や
紙などに日付を記入して写真に写し込みさせてください。改修箇所ご
とに撮影し、改修部分を図示してください。段差の解消に係るものは
スケール付き写真が必要です。）
· 工事前・工事後の平面図（理由書の内容に応じて、居宅内の位置関係がわかるもの。）
· 住宅改修が必要な理由書Ｐ１・Ｐ２（原則、担当ケアマネジャーが作成。）
· その他、必要に応じて別途書類が必要な場合があります。

③　支給申請書等受付・審査・現場確認（業者・ケアマネ立ち会いし、当該住宅を訪問）
（ご家族の立会をお願いします）

4 町からご利用者本人あてに「事前申請確認結果通知書」を交付

5 施工業者に工事を発注、　着工⇒完成

6 住宅改修費用の全額を施工業者へ支払

7 下記添付書類を町へ提出（完成後概ね１ヶ月以内）

· 領収書（日付入りで名義はご利用者本人のもの。但書には介護保険住宅改修であることを明
記すること。）
· 工事費内訳書（ご利用者本人あてのもの。住宅改修費支給対象工事の見積であって、材料
費、施工費、諸経費等を適切に区分したもの。やむを得ず事前申請時と実際の改修工事の内容が変わってしまった場合は、実際の工事の内訳書を変更箇所がわかるように作成し、提出してください。また、これに伴い完了届の備考欄に変更理由と内訳をケアマネジャーが記入し、提出してください。）
· 改修箇所の写真（日付入りのもので、改修後の状態を改修箇所ごとに撮影したもの。原則
事前申請時と同じ角度から撮影してください。工事費内訳書の内容が確認できる鮮明なもので、手すりであればブラケット、補強板等内訳の内容が確認できるように、踏み台等については固定部分が確認できるように撮影してください。）
· 工事後の平面図（居宅内の位置関係がわかるもの。）
※　　その他、必要に応じて別途書類が必要な場合があります。

8 ⑦の書類受付・審査後、１～２ヶ月以内に住宅改修費を支給
給付の対象となる工事代金（２０万円を限度とする）のうち、７～９割が指定口座に振り込まれます。（本人の負担割合による。）
※　　介護保険料の滞納がある場合は、支給に制限を設けることがあります。

ご不明な点は下記までお尋ねください。
　　○　養老町役場 健康福祉課 介護保険係　℡　0584-32-1105
○　養老町地域包括支援センター　　　　℡　0584-33-0270
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